
１ 平成１９年における死亡災害・重大災害発生状況

死亡災害の業種別発生状況【表１、図１参照】（１）

、 、 、 、 、・業種別の死亡者数は 平成１８年と比較すると 建設業 製造業 陸上貨物運送事業

港湾荷役業、林業、業種分類「その他」では減少したが、交通運輸業では増加した。

・建設業における死亡者数は４６１人で、平成１８年と比較して４７人（９．３％）減

少した。全産業に占める割合は３４．０％（０．５ポイント減少）であり、依然として

最も高い。

・製造業における死亡者数は２６４人で、平成１８年と比較して４人（１．５％）減少

した。全産業に占める割合は１９．５％（１．３ポイント増加）である。

・陸上貨物運送事業における死亡者数は１９６人で、平成１８年と比較して２人（１．

０％）減少した。全産業に占める割合は１４．４％（０．９ポイント増加）である。

死亡災害の事故の型別発生状況【表２参照】（２）

・事故の型別の死亡者数は、平成１８年と比較すると、交通事故（道路）が前年比４

、 、 、８人減 激突されが前年比３１人減 飛来・落下が前年比２６人減と大幅に減少したが

「爆発 「高温・低温物との接触 「墜落・転落」等では増加した。」、 」、

・高所からの「墜落・転落」の占める割合は２６．６％ と最も高く（全産業合計の１，３57人中３６1人）

「交通事故（道路 」の占める割合は２４．８％ であり、この２つ） （全産業合計の１，３57人中３３7人）

の災害で死亡災害全体の５０％を超えている。

（建設業全体の４・建設業では「墜落・転落」が増加し、その建設業に占める割合も４４．９％

である。６1人中２０７人）

・製造業では「はさまれ巻き込まれ」の占める割合が高く、その製造業に占める割合も

２９．２％ である。（製造業全体の２６4人中７７人）

・陸上貨物運送事業では「交通事故（道路 」の占める割合が高く、その陸上貨物運送）

事業に占める割合も６２．８％ である。（陸上貨物運送事業全体の１９６人中１２３人）

重大災害の業種別・事故の型別発生状況【表３、表４参照】（３）

・業種別にみると、建設業が１０４件、前年比１６件減、製造業が６１件、前年比１件

減、陸上貨物運送事業が１９件、前年比１件減である。

事故の型別の重大災害は 「交通事故」が１６１件（全体の５５％ 「中毒・薬傷」・ 、 ）、

が５３件 全体の１８％ その他 が３２件 全体の１１％ 墜落 が１２件 全（ ）、「 」 （ ）、「 」 （

）、「 」 （ ）、「 」 （ ）体の４％ 火災・高熱物 が１１件 全体の４％ 爆発 が１１件 全体の４％

の順である。

・平成１８年と比較すると 「その他」が１７件減 「火災・高熱物」が１６件減 「中、 、 、



毒・薬傷」が１３件減などと減少したが 「交通事故」が１８件増 「墜落」が７件増、、 、

「爆発」が６件増などと増加している。

・ 交通事故」による重大災害の発生件数を平成１８年と平成１９年で比較すると、「

（ ） （ ）自動車 道路 によるものが１３９件 うち道路工事現場に自動車が進入したもの４件

から１４９件（うち道路工事現場に自動車が進入したもの４件 、飛行機によるものが）

、 、 。１件から９件 船舶によるものが１件から３件 電車によるものが２件から０件である

・ 墜落」による重大災害の発生件数を平成１８年と平成１９年で比較すると、機械・「

乗物からの墜落３件から５件、建築物からの墜落１件から４件、建造船からの墜落０件

から２件、路肩からの墜落１件から１件である。

・ 爆発」による重大災害の発生件数を平成１８年と平成１９年で比較すると、可燃性「

ガスによるものが２件から５件、引火性料品によるもの２件から３件、その他の爆発性

料品によるものが０件から２件、水蒸気によるもの１件から１件である。



2 重大災害の中長期的な動向等

（１）労働災害全体の動向

①死亡者数

死亡者数は、昭和３６年の６，７１２人をピークとして減少傾向にあり、平成１９年

【図２参照】は、昭和３６年の約５分の１の１，３５７人に減少している。

②休業４日以上の死傷者数

休業４日以上の死傷者数は、減少傾向にあり、休業４日以上の死傷者数のデータを取

り始めた昭和４８年の３７．６万人から平成１８年には１２．１万人と減少している。

【図３参照】

③災害発生率

災害発生率は、昭和６０年と平成１８年を比較すると、１００人以上の事業所では、

度数率（１００万延実労働時間当たりの死傷者数）は２．５２から１．９０へと２５％

減少、強度率（１，０００延実労働時間当たりの延労働損失日数）は０．２９から０．

１２へと５９％減少、無災害（１年間）の事業所の割合は４５．４％から５８．５％へ

と２９％増加、３０～９９人の事業所では、度数率が６．９６から２．９５へと５８％

減少、強度率は０．４９から０．１４へと７１％減少、無災害（１年間）事業所の割合

は６１．３％から７９．３％へと２９％増加している。

２）重大災害の動向（

①重大災害の定義

重大災害とは、不休も含む一度に３人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害で

ある。

②重大災害の発生件数

重大災害の発生件数は、死亡災害、死傷災害等が減少傾向にある中で、昭和６０年以

降、年により増減はあるものの増加傾向にあり、平成１９年は昭和６０年と比べて２．

【図４参照】１倍、１５２件増加している。

③重大災害による死亡者数

重大災害による死亡者数は、昭和６０年の２９５人から平成１９年の６１人と約５分

の１に、重大災害１件当たりの死亡者数は昭和６０年の２．１人から平成１９年の０．

２人と約１０分の１に減少している。

④重大災害の事故の型

ⅰ）全体の傾向

・ 交通事故 「中毒・薬傷 、感染症等の「その他」の事故の型による重大災害は、そ「 」、 」

れぞれ、重大災害全体（平成１９年）の５５％、１８％、１１％と大きな割合を占めて

おり、昭和６０年と平成１９年を比較すると、９５件増、３６件増、２９件増である。



・爆発による重大災害は、昭和６０年１２件、平成１４年６件であったが、平成１６年

には１４件へと増加、火災高熱物による重大災害は、昭和６０年１２件、平成１４年１

２件であったが、平成１６年には２１件へと増加するとともに、わが国を代表する企業

、 、で爆発・火災による重大災害が頻発したなどの状況にあったことから 平成１７年には

「危険性又は有害性等の調査等」の実施を努力義務とすること等を内容とした労働安全

衛生法の改正を行っている。平成１９年は、爆発による重大災害、火災高熱物による重

大災害が、ともに１１件であり、昭和６０年と比較すると、ともに１件減少している。

（ ） 、 、・重大災害発生件数を昭和６０年と比較した平成１９年の増加 １５２件増 は 主に

交通事故（９５件増 、中毒・薬傷（３６件増 「その他」の事故の型（２９件増）に） ）、

よるものである。その内訳は下記のとおりである。

）交通事故ⅱ

、 、・交通事故による重大災害発生件数は 昭和６０年の６６件から平成１９年は１６１件

２．４倍へと増加している。

・国民全体の交通事故（道路 （警察庁調べ）は、発生件数が昭和６０年の５５．３万）

件から平成１８年８８．７万件へと1．６倍、負傷者数が昭和６０年の６８．１万人から

平成１８年の１０９．８万人へと1．６倍、自動車保有車両数（国土交通省調べ）が昭和

６０年の４，８２４万台から平成１９年（３月末時点）７，９２４万台へと１．６倍そ

れぞれ増加しているが、交通事故による重大災害発生件数の伸びは、これを上回ってい

る。

・昭和６０年と平成１９年との比較を 業種別にみると 建設業が２８件から７０件 う、 、 （

ち、工事現場との往復中のものが６１件 、４２件増、２．５倍、製造業が１１件から）

、 、 ． 、 、 、 ． 、１３件 ２件増 １ ２倍 陸上貨物運送事業が３件から１９件 １６件増 ６ ３倍

業種分類「その他」が１４件から４４件（保健衛生業９件、商業６件、清掃・と蓄業５

件、金融広告業４件、教育・研究業３件、接客・娯楽業２件、その他の事業１５件 、）

３０件増、３．１倍と増加しており、陸上貨物運送事業、業種分類「その他 、建設業」

などでの増加が顕著である。

厚生労働省では、平成２０年４月に、労働時間等の管理及び走行管理の充実等を内容

とする「交通労働災害防止のためのガイドライン」の改正を行い、より一層の交通労働

災害の防止を図っている。

）中毒・薬傷ⅲ

、 、・中毒・薬傷による重大災害発生件数は 昭和６０年の１７件から平成１９年の５３件

３．１倍へと増加している。

・昭和６０年と平成１９年との比較は、一酸化炭素中毒が０件から１１件（うち調理器

具関係４件、原動機・発電機・給湯器関係７件 、化学物質（一酸化炭素以外）による）

中毒が９件から２０件、薬傷が４件から１０件（以上「化学物質による疾病（中毒・薬



傷 」によるもの１３件から４１件 、食中毒が２件から９件（うちノロウイルスによる） ）

もの６件 、酸素欠乏症が２件から３件へと増加している。）

・業種別にみると、製造業が８件から１９件、建設業が９件から１３件、業種分類「そ

の他」が０件から２０件（うち一酸化炭素中毒５件、化学物質（一酸化炭素以外）によ

る中毒６件、ノロウイルスによる食中毒４件など）であり、業種分類「その他」におけ

る増加が顕著である。

・ 化学物質による疾病（中毒・薬傷 」は、休業４日以上の疾病者が昭和６０年４２７「 ）

人から平成１８年３２０人に減少していること、重大災害のうち、不休者を含む災害が

５９％（重大災害全体は４０％ 、全てが不休者である災害が３４％（重大災害全体は）

１２％）を占めていること等の状況から、近年の安全、健康への社会的な関心の高まり

等により把握が容易になったことも、この重大災害の件数増加の背景の１つと考えられ

る。

厚生労働省では、化学物質による疾病の防止を図るため、特定化学物質障害予防規則

等に基づく管理の徹底はもとより、平成１８年３月に策定した「化学物質等による危険

性又は有害性等の調査等に関する指針」等に基づく適切な化学物質管理対策を推進して

いる。

・国民全体のノロウイルスによる食中毒（事件数）は、平成１０年１２３件、平成１８

年４９９件と増加している。食中毒による重大災害件数の増加は、近年のノロウイルス

の流行等が背景にあると考えられる。

「その他」の事故の型ⅳ）

・感染症等の「その他」の事故の型による重大災害発生件数は、昭和６０年の３件から

平成１９年の３２件、１０．７倍へと増加している。

・昭和６０年と平成１９年との比較は、感染症が０件から１７件（うちノロウイルス１

５件、疥癬２件 、紫外線による眼炎が０件から２件、熱中症が０件から２件、虫刺れ）

が０件から２件、激突され・飛来・落下等が３件から７件などであり、感染症（ノロウ

イルス）によるものが大幅に増加している。

、 、 、 「 」・業種別にみると 建設業が１件から５件 製造業が０件から６件 業種分類 その他

が２件（接客娯楽業１件、漁業１件）から２１件（保健衛生業１５件（うち感染症（ノ

ロウイルス）１３件 、接客娯楽業３件、商業１件、清掃・と蓄業１件、その他の事業）

１件）へと増加している。

・国民全体のノロウイルスが原因の１つである「感染性胃腸炎」は、１定点当たり報告

数（ 感染症発生動向調査事業」に基づく全国約３，０００の小児科医療機関からの報「

告によるもの）でみると、平成１３年２８９、平成１８年３８１と増加している。

「その他」の事故の型による重大災害の増加の背景には、ノロウイルスが原因の１つ

である「感染性胃腸炎」の増加などがあると考えられる。



厚生労働省では、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・

まん延防止を図るため、職員の手洗い、衛生管理の徹底等について、関係事業者等に対

する周知・指導を行っている。



 
 
 

平成19年 対18年比較

業種欄「その他」
死亡者数(人) 構成比(％) 増減数(人) 増減率(％）

畜産・水産 15 4.5 -1 -6.3

商業 129 38.5 -22 -14.6

金融・広告 4 1.2 -4 -50.0

通信 3 0.9 -5 -62.5

接客・娯楽 25 7.5 1 4.2

清掃・と畜 43 12.8 -11 -20.4

上記以外（教育研究、
保健衛生、警備等）

116 34.6 -9 -7.2

（注）　１　死亡災害報告より作成したもの

　　　　２　「－」は減少を示す。  

 
 

図１　平成19年における業種別死亡災害発生状況
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業 種
死亡者数(人) 構成比(％) 増減数(人) 増減率(％）

全 産 業
1,357 100.0 -115 -7.8

製 造 業 264 19.5 -4 -1.5

鉱 業 13 1.0 -3 -18.8

建 設 業 461 34.0 -47 -9.3

交 通 運 輸 業 29 2.1 4 16.0

陸上貨物運送事業 196 14.4 -2 -1.0

港 湾 荷 役 業 9 0.7 -5 -35.7

林 業 50 3.7 -7 -12.3

そ の 他 335 24.7 -51 -13.2

表１　　平成19年における死亡災害発生状況

平成19年 対18年比較



表２　　業種、事故の型別死亡災害発生状況（平成19年）
人
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361 32 6 66 92 94 191 6 3 0 14 337 14 0 47 4

46 9 1 19 30 17 77 0 1 5 13 6 3 7 0 7 16 1 0 6 0

0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

30 39 32 44 3 2 5 8 6 9 2 0 7 48 2 0 4 1

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 0 3 0

17 3 0 8 9 7 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 123 0 0 8 1

3 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 5 8 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

69 9 3 2 4 14 43 3 0 10 6 3 2 4 0 0 134 3 0 24 2

26 2 1 0 1 4 11 0 0 0 13 10 0 47 1

業種

事故
の型



平成19年（１月～１２月) 平成18年（１月～１２月） 増　減　数

  業　　　種 件数(件) 死傷者数(人) 死亡者数(人) 件数(件) 死傷者数(人) 死亡者数(人) 件数(件) 死傷者数(人) 死亡者数(人)

全　　　産　　　業 293 2,332 61 318 2,117 85 -25 215 -24

製 造 業 61 1,093 15 62 431 7 -1 662 8

鉱 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建 設 業 104 431 21 120 543 45 -16 -112 -24

交 通 運 輸 業 12 61 2 11 116 5 1 -55 -3

陸上貨物運送事業 19 72 10 20 95 10 -1 -23 0

港 湾 荷 役 業 2 11 0 1 3 0 1 8 0

林 業 2 7 0 1 3 3 1 4 -3

そ の 他 の 事 業 93 657 13 103 926 15 -10 -269 -2

（注）　１　重大災害報告より作成したもの。
　　　　２　一時に３人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故について作成。
　　　　３　「－」は減少を示す。
　　　　４　被災者が属する業種が複数にまたがる場合には、主たる業種についてのみ計上している。

表3　平成１9年における重大災害発生状況

 

 

単位：件

11 4 3 0 0 4 12 2 161 11 53 0 0 32 293

5 3 2 0 2 13 5 2 143 27 66 1 0 49 318

9 2 0 0 0 0 4 1 13 7 19 0 0 6 61

2 2 1 0 1 3 1 0 11 8 28 1 0 4 62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 3 0 0 4 4 1 70 2 13 0 0 5 104

2 0 1 0 0 10 3 1 74 6 14 0 0 9 120

0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 4 11

0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2 0 0 0 0 0 4 0 44 2 20 0 0 21 93

1 1 0 0 1 0 1 0 33 12 22 0 0 32 103

（注）　１　重大災害報告より作成したもの。

　　　　２　一時に３人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故について作成。 Ｈ1９年

　　　　３　被災者が属する業種が複数にまたがる場合には、主たる業種についてのみ計上している。 前年

表４　業種・事故の型別重大災害発生状況（平成19年）
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図２　死亡災害発生状況の推移
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図３　休業４日以上の死傷者数の推移
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図４　重大災害発生状況の推移
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H19 293 11 4 3 0 0 4 12 2 161 11 53 0 0 32

H18 318 5 3 2 0 2 13 5 2 143 27 66 1 0 49

H17 265 15 0 1 0 0 4 4 2 137 9 74 1 0 18

H16 274 14 0 3 0 0 7 11 0 134 21 49 2 3 30

H15 249 13 4 6 0 1 8 6 3 120 13 54 0 0 21

H14 231 6 3 2 0 1 3 8 1 138 12 42 2 2 11

H13 225 11 2 4 0 0 8 4 1 125 19 40 0 0 11

H12 230 9 1 3 0 1 9 5 0 134 8 52 1 1 6

H11 214 11 2 6 0 0 13 4 0 110 5 45 0 0 18

H10 201 13 0 1 2 0 10 11 4 108 6 39 2 0 5

H9 227 14 1 3 0 0 4 10 4 118 17 46 1 1 8

H8 218 16 1 5 0 0 7 14 0 120 14 31 0 1 9

H7 228 13 0 5 0 0 14 9 3 125 11 43 0 1 4

H6 195 12 1 5 0 0 6 18 0 97 14 33 0 1 8

H5 183 14 1 2 1 0 10 5 2 99 10 25 0 0 14

H4 166 9 1 2 1 0 15 11 1 91 17 7 3 0 8

H3 196 15 0 3 0 0 10 13 1 98 13 24 3 0 16

H2 185 20 1 6 1 0 10 14 1 97 8 13 2 0 12

H元 182 23 2 3 0 0 9 7 3 101 6 16 5 3 4

S63 188 16 2 8 2 0 10 6 1 98 21 14 1 0 9

S62 165 23 2 9 2 1 5 6 3 75 8 15 0 1 15

S61 146 13 0 8 1 0 10 7 0 60 8 22 1 2 14

S60 141 12 1 7 0 1 7 9 2 66 12 17 3 1 3

S59 184 18 2 7 0 1 12 10 4 80 8 30 1 3 8

S58 210 30 1 15 0 1 9 15 2 88 16 12 0 3 18

S57 174 20 1 8 0 2 12 9 5 70 20 13 4 0 10

S56 204 17 1 13 3 0 15 8 16 91 14 15 1 4 6

S55 186 24 2 11 2 1 18 2 6 80 19 14 1 1 5

S54 210 28 2 9 3 0 17 3 5 98 19 20 3 2 1

S53 261 33 3 17 2 1 29 17 9 102 13 18 2 3 12

S52 246 36 3 21 3 4 12 13 9 90 20 20 2 3 10

S51 275 35 6 10 1 1 21 8 9 117 21 25 2 0 19

S50 276 37 4 21 1 0 12 18 2 121 19 16 2 1 22

S49 272 33 2 17 1 3 27 13 10 103 16 18 3 0 26

S48 331 64 5 31 1 1 34 12 12 103 19 17 6 6 20

S47 357 78 5 23 2 0 40 11 9 125 27 15 2 4 16

S46 408 63 7 24 0 0 41 11 22 176 26 9 2 7 20

S45 386 86 8 32 2 3 24 10 12 157 25 11 4 7 5

S44 432 69 8 30 1 3 44 14 18 159 31 26 8 3 18

S43 480 84 6 38 1 3 30 20 10 212 19 20 3 10 24

S42 398 68 5 27 9 2 33 10 13 160 17 20 4 11 19

S41 387 61 8 40 8 1 40 8 151 14 20 2 14 20

S40 276 52 7 32 2 2 17 14 96 10 12 5 8 19

S39 261 66 12 26 2 20 14 80 7 15 1 5 13

S38 283 56 10 40 8 6 23 13 83 5 5 10 2 12 10

S37 302 66 8 36 8 2 31 10 104 6 8 4 10 9

S36 288 62 5 31 9 7 35 10 78 8 18 4 9 12

S35 299 51 9 36 16 2 22 6 108 8 10  12 19

S34 335 56 8 37 22 2 30 6 110 9 9 13 33

S33 228 52 5 34 8 3 18 4 55 5 4 11 29

※ s35 爆発：スクラップ及び処理中の弾薬3件 s33～s38の交通事故は、自動車（含踏切事故）と軌道車（含轢車）の合計 （出所：厚生労働省労働基準局調べ）

s34 爆発：スクラップ及び処理中の弾薬3件 斜線部分については、分類表に掲載されていない。

s33 爆発：スクラップ及び処理中の弾薬4件

事故の種類別件数

年

表５　事故の型別の重大災害発生状況の推移

中毒・薬傷 電気 海難 その他墜落
クレーン・デリッ
ク・索道等によ

るもの
火災高熱物合計（件） 破裂爆発 交通事故土砂災害 落盤 雪崩 倒壊

については集計から除いている。



 

平成２０年度全国安全週間実施要綱 
 
 
１ 趣 旨 

 全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本

理念の下、「産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般

の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく

続けられ、本年で８１回目を迎える。 

  さて、我が国の労働災害による被災者数は、長期的には減少傾向にあり、死亡者数

は、平成１９年には過去最少となったものの、今なお、１，３００人を超える尊い命

が労働の場で失われている。また、労災保険新規受給者数は年間約５５万人にも上っ

ており、さらに、昨年来、化学工場における火災災害、造船所における爆発災害、橋

梁工事における倒壊災害など、一度に多くの労働者が被災し社会的に大きな関心を集

める災害が跡を絶っていない。 

このような状況の下、平成２０年度から第１１次の労働災害防止計画がスタートし

たところであり、計画期間中に死亡者数について２０％以上、死傷者数について１５％

以上減少すること等を目標に関係者が積極的に取組むこととしている。 

本目標の達成に向けて、職場の安全を確保し労働災害の減少を図るためには、経営

トップの強いリーダーシップの下、関係者全員が一丸となって安全活動を着実に実行

し、職場から機械設備、作業等による危険をなくすことが不可欠である。 

このような観点から、平成２０年度の全国安全週間は、 
   

「トップが率先 みんなが実行 つみ取ろう職場の危険」 
 
をスローガンとして展開することとする。 

  この全国安全週間を契機として、それぞれの職場において、労働災害防止の重要性

について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることとする。 
 
２ 期 間 
 平成２０年７月１日から７月７日までとする。 

  なお、本週間の実効を上げるため、平成２０年６月１日から６月３０日までを準備

期間とする。 
 
３ 主唱者 
  厚生労働省、中央労働災害防止協会 
 
４ 協賛者 
 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業

労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会 
 
５ 協力者 
 関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、全国安全会議、地方安全会議、労働

（参考） 



組合、経営者団体 
 
６ 実施者 
  各事業場 
 
７ 主唱者、協賛者の実施事項 
 (1) 安全広報資料等の作成、配布を行う。 
 (2) 雑誌等を通じて広報を行う。 
 (3) 安全講習会等を開催する。 
 (4) 安全に関する作文、写真、ポスター、標語等の募集を行う。 
 (5)「国民安全の日」（７月１日）の行事に協力する。 
 (6) 事業場の実施事項について指導援助する。 
 (7) その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。 
 
８ 協力者への依頼 
  主唱者は、上記７の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼するこ

と。 
 
９ 実施者の実施事項 
   安全水準のより一層の向上を図るため、計画的、継続的な安全管理の定着を目指し

て、各事業場においては、次の事項を実施する。 
(1) 本週間に実施する事項 

ア 経営トップは安全について所信を明らかにするとともに、自らが率先して職場

の安全パトロール等を行い、安全について従業員への呼びかけを行う。 
イ 今後の安全の進め方について考える職場の集い等を催し、関係者の意志の統一、

安全意識の高揚等を図る。 
  ウ 安全旗の掲揚、ポスター、標語等の掲示、安全関係資料の配布等を行う。 
  エ 安全表彰を行う。 
  オ 安全についての改善提案の募集及び発表を行う。 
  カ 安全についての作文、写真、ポスター、標語等の募集及び発表を行う。 
  キ 安全に関するビデオ、映画、スライド等の映写会、講演会等を開催する。 
  ク 労働者の家族に対し、安全についての文書の送付、職場見学等を行い、家族の

協力を求める。 
  ケ 緊急時の措置について必要な訓練を行う。 
  コ その他本週間にふさわしい行事を行う。 

(2) 準備期間中に実施する事項 
   以下の事項について安全活動に係る総点検を行い、安全活動の定着と安全水準の

向上を図ること。 
ア 安全衛生管理体制の確立と自主的な安全衛生活動の促進 

(ｱ) 総括安全衛生管理者、安全管理者又は安全衛生推進者の選任、安全委員会の

設置等安全衛生管理体制の整備並びにその活動の活性化 
(ｲ) 「危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）等」の実施  

危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討等を行い、

その結果により安全対策を実施する「危険性又は有害性等の調査等」の実施 
ａ 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「化学物質等による危険性



又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指

針」に基づく適切な「危険性又は有害性等の調査等」の実施 
ｂ 経営トップによる統括管理、安全委員会の活用等を通じた労働者の参画等

による実施体制の確立 
(ｳ) 労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした自主的な安全管理

活動の推進 
(ｴ) 職場巡視、危険予知、安全提案制度、ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全

活動の充実・活性化 
(ｵ) 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承 
(ｶ) 労働安全コンサルタント等の外部の専門家を活用した安全診断の実施 
(ｷ) 安全作業マニュアルの整備、定期的な見直し 

a 機械設備の運転操作、運搬等の定常作業に係る安全作業マニュアルの整備、

見直し 
b 修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備、

見直し 
c 機械化、自動化、新原材料の導入等に伴う作業マニュアルの整備、見直し 

(ｸ) 製造業における労働災害防止対策の推進 
a 「危険性又は有害性等の調査等」の実施 
b 「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく安全な機械の採用 
c 建築物等からの墜落・転落災害の防止対策の徹底 
d 雇入時、作業内容変更時等の安全教育の徹底 
e 元方事業者としての総合的な安全管理の徹底 
f 派遣労働者の派遣先事業場における労働災害防止のための措置義務の徹底 
g 安全管理者等の安全担当者の能力向上教育の実施 

(ｹ) 建設業における労働災害防止対策の推進 
a 元方事業者における統括安全衛生管理の徹底と関係請負人に対する適切な

指導の実施 
b 専門工事業における自律的な安全管理の確立 
c 「危険性又は有害性等の調査等」の実施 
d 労働安全衛生マネジメントシステムの導入 
e 足場先行工法、手すり先行工法の活用、適切な足場の設置等による墜落・転

落防止対策の徹底 
f クレーン、移動式クレーン、車両系建設機械等の検査・点検整備及び安全な

作業方法の徹底 
g 土止め先行工法等による土砂崩壊災害防止対策の徹底 
h 安全衛生教育推進計画の整備及び職長、安全衛生責任者、労働者等に対する

教育の徹底  
イ 特定災害対策の推進 

(ｱ) 交通労働災害防止活動の推進 
    a 交通労働災害防止のための管理体制の確立 
    b 適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施 
    c 交通労働災害防止のための教育の実施 

d 交通労働災害防止に対する意識の高揚 
   (ｲ) 爆発・火災災害防止対策の推進 

a 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づく「危



険性又は有害性等の調査等」の実施 
b 化学設備の定期自主検査の計画的な実施 
c 化学設備の改造、修理等の作業の注文者による文書等の交付等、工事発注者

と施工工事業者との連携等の実施 
    d 化学物質等安全データシート（MSDS）等による化学物質等の危険有害性等

に関する情報の提供及び活用の促進 
  ウ 職業生活全般を通じた各段階における安全教育の徹底 

(ｱ) 安全教育計画の樹立と効果的な安全教育の実施 
(ｲ) 雇入れ時及び作業内容の変更時の安全教育の徹底 
(ｳ) 事業場における安全教育担当者の育成 
(ｴ) 安全管理者等に対する能力向上教育の実施 
(ｵ) 危険業務従事者等に対する安全教育の実施 

   (ｶ) 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務における有資格者の充足 
  エ 作業者の安全意識の高揚 
   (ｱ) 災害事例の分析、具体的な災害防止対策の樹立及びその周知徹底 

(ｲ) 職場巡視、危険予知、安全提案制度、ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全

活動の充実・活性化 
   (ｳ) 安全委員会等を通じた職場の安全問題への参画の促進 
   (ｴ) 「安全の日」等の設定 
   (ｵ) 安全についてのポスター、標語等の募集・掲示 
   (ｶ) 作業を直接指揮する優良な職長等の顕彰等の実施 
  (ｷ) 家庭に対する安全の協力の呼びかけの実施 
オ 派遣労働者の安全対策の徹底 

(ｱ) 作業全般にわたる安全確保措置等派遣先における安全対策の徹底 
(ｲ) 雇入れ時の安全衛生教育等派遣元における安全対策の徹底 

カ 高年齢労働者の安全対策の徹底 
(ｱ) 機械設備等作業環境の改善 
(ｲ) 作業方法、作業配置等の改善 

キ 労働時間等労働条件の適正化の推進 
ク 快適な職場環境の形成の推進 
ケ 労使による自主的な安全活動の推進 



 

 

―交通労働災害防止のためのガイドラインの改正について― 

 

交通労働災害防止対策については、「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成

６年２月１８日付け基発第８３号）を示し、推進してきたところである。この間、交通労

働災害による死亡災害は平成６年の約半分の水準まで低下しているところであるが、近

年、休業４日以上の死傷災害が増加の傾向にあり、特に重大災害（一度に３人以上の労働

者が被災した災害）は平成６年と比較して平成１８年は約５０％の増加となっている状況

である。 

このため、厚生労働省では、運転状況、事業場の管理状況、交通労働災害発生状況等に

関する調査を実施するとともに、平成１９年１０月から「交通労働災害防止専門家検討会」

（座長：根本敏則 一橋大学大学院商学研究科教授）を開催し、新たな交通労働災害防止

対策の検討を行ったところ、平成２０年３月に自動車運転者の睡眠時間を確保することに

配慮した労働時間等の管理及び走行管理の充実、荷役作業を行わせる際の措置の実施、交

通労働災害防止のための教育内容の充実、荷主及び元請による配慮、組織的な安全衛生管

理の強化等について報告（注）がとりまとめられたところである。 

厚生労働省は、今般、この報告を踏まえ、交通労働災害防止のためのガイドラインを別

添のとおり改正し、本日、都道府県労働局長あて通知するとともに、関係業界団体に対し

て会員企業への周知を要請したところであり、今後、本ガイドラインの普及を図るととも

に、関係機関とも連携を図りつつ交通労働災害防止対策を推進することとしている。 

 

改正ガイドラインの主要な項目 

１ 睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理等の実施 

(1) 適正な労働時間等の管理及び走行管理の強化 

ア 十分な睡眠時間等の確保に配慮した労働時間等の管理及び走行管理を実施。 

イ 走行開始・終了地点と自宅との間の移動に要する時間等の状況を考慮し、十分な睡眠時間を確保

するために必要のある場合、より短い拘束時間の設定、宿泊施設の確保等の必要な措置を実施。 

(2) 走行計画の記載内容の充実 

①運転者の拘束時間、運転時間及び休憩時間、②運行に際して注意を要する箇所の位置、③荷役作

業の有無と所要時間等を記載。 

(3) 睡眠時間に配慮した点呼等の強化 

ア 点呼等により、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないことのおそれ

の有無について報告を求め、その結果を記録。 

イ 運転前日の拘束時間が１３時間を超える場合、労働者の睡眠時間の状況を確認。 

(4) 点呼等の結果に基づく措置の強化 

ア 睡眠不足が著しい、体調が不調である等正常な運転が困難な状態と認められる者に対しては、運

転業務に就かせないことを含め、必要な措置を実施。 

イ １週間連続して拘束時間が１３時間を超える等睡眠不足の累積が認められる者に対しては、必要な

休憩時間の確保等の措置を実施。 



 

 

(5) 早朝時間帯の事故の防止 

走行計画の作成にあたり、早朝時間帯の走行を可能な限り避けるとともに、走行する場合、十分な休

憩時間、仮眠時間の確保等交通労働災害防止のため必要な措置の実施に努めること。 

(6) 荷役作業を行わせる場合の措置の実施 

ア 事前に荷役作業の有無、運搬物の重量等を確認し、運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間を確

保。 

イ 荷役作業の身体負荷を減少させるための適切な荷役用具・設備の備付け等の実施。 

２ 交通労働災害防止のための教育内容の充実 

(1) 労働災害防止のための基礎知識の教育（改善基準告示等の遵守、睡眠時間確保の必要性、飲酒に

よる運転への影響、睡眠時無呼吸症候群の治療、体調の維持等に関する事項） 

(2) 個別運転記録等を活用した教育（デジタルタコグラフ、ドライブレコーダー記録等から判明した運転手

ごとに安全走行に必要とされる事項） 

３ 荷主・元請事業者による配慮等の新設  

荷主及び運送業の元請による交通労働災害防止を考慮した適切かつ安全な運行の確保のため必要な

事項について、運送業者と協働して取り組む。 

(1) 荷主側の都合による急な貨物の増量による過積載運行の防止のため、運送業者に協力。 

(2) 到着時間の遅延が見込まれる場合の到着時間再設定等の実施、不当な不利益な取扱を行わないよう

にすること。 

(3) 改善基準告示に違反し安全運行が確保できない可能性が高い発注を行わないようにすること。 

(4) 積込･荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合の到着時間の再設定等。 

４ 安全衛生管理体制の充実 

(1) 組織的・継続的な労働安全衛生管理の実施のため、交通労働災害防止の観点を含めた安全衛生方

針の表明、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善を実施。 

(2) 長時間にわたる時間外・休日労働を行った運転者に対する面接指導に関する規定を追加。 

 

（注）「交通労働災害防止専門家検討会報告書」 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/s0301-1.html 








